
平成１４年（行ケ）第５９号　特許取消決定取消請求事件（平成１４年６月３日口
頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　松下電器産業株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　坂　口　智　康
　　　　　　　同　　　　　　　　　　藤　井　兼太郎
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　及　川　耕　造
　　　　　　　指定代理人　　　　　　藤　井　俊　明
　　　　　　　同　　　　　　　　　　藤　井　　　昇
　　　　　　　同　　　　　　　　　　簔　輪　安　夫
　　　　　　　同　　　　　　　　　　高　木　　　進
　　　　　　　同　　　　　　　　　　山　口　由　木
　　　　　　　同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
          　特許庁が異議２００１－７０４３６号事件について平成１３年１２月
１１日にした決定を取り消す。
　　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　　　主文と同旨
　２　被告
　　　原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実等
　１　特許庁における手続の経緯
　 (1)　原告は、名称を「セラミック配線基板の製造方法」とする特許第３０７４
７２８号発明（平成２年１１月２６日特許出願、平成１２年６月９日設定登録、以
下「本件発明」といい、この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
　　　　その後、本件特許につき特許異議の申立てがされ、同申立ては、異議２０
０１－７０４３６号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成１３年９月
７日、明細書の特許請求の範囲の記載を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正請
求」という。）をした。
      　特許庁は、同特許異議事件について審理した上、平成１３年１２月１１
日、「訂正を認める。特許第３０７４７２８号の請求項１及び請求項２に係る特許
を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、平成１
４年１月７日、原告に送達された。
　 (2)　原告は、本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成１４年２月５日、本
件明細書の特許請求の範囲の記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特
許庁は、同請求を訂正２００２－３９０３０号事件として審理した上、同年３月１
８日、上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、本件訂
正審決は、同月２８日、確定した。
　２　特許請求の範囲の記載
　 (1)　設定登録時の特許請求の範囲の記載
      【請求項１】表面にフィルムが配置されたグリーンシートを、前記フィルム
側よりレーザー光を用いてビア孔を形成し、そのフィルム側よりビア導体を前記ビ
ア孔に充填し、充填後に前記ビア導体の乾燥を行った後に、前記フィルムをグリー
ンシートより剥離し、焼成するようにしたセラミック配線基板の製造方法であっ
て、前記フィルムは、１００℃以上の熱処理を施した低収縮ＰＥＴフィルム、ポリ
フエニレンサルファイドフイルム、ポリエーテルイミドフィルム、ポリエーテルサ
ルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルムのいずれかよりなることを特徴とす
るセラミック配線基板の製造方法。
      【請求項２】表面にフィルムが配置されたグリーンシートを、前記フィルム
側よりレーザー光を用いてビア孔を形成し、そのフィルム側よりビア導体を前記ビ
ア孔に充填し、充填後に前記ビア導体の乾燥を行った後、グリーンシート面上に所
定の配線パターンを形成し、その形成した配線パターンを乾燥し、然る後に前記フ
ィルムを剥離したグリーンシートを積層し、焼成するようにしたセラミック配線基
板の製造方法であって、前記フィルムは、１００℃以上の熱処理を施した低収縮Ｐ



ＥＴフィルム、ポリフェニレンサルファイドフィルム、ポリエーテルイミドフィル
ム、ポリエーテルサルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルムのいずれかより
なることを特徴とするセラミック配線基板の製造方法。
  (2)　本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（注、訂正部分を下線で
示す。）
　　　【請求項１】表面にフィルムが配置されたグリーンシートを、前記フィルム
側よりレーザー光を用いてビア孔を形成し、そのフィルム側よりビア導体を前記ビ
ア孔に充填し、充填後に前記フィルムを貼り付けたまま前記ビア導体の乾燥を行っ
た後に、前記フィルムをグリーンシートより剥離し、焼成するようにしたセラミッ
ク配線基板の製造方法であって、前記フィルムは、１００℃以上の熱処理を施した
低収縮ＰＥＴフィルム、ポリフェニレンサルファイドフィルム、ポリエーテルイミ
ドフィルム、ポリエーテルサルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルムのいず
れかよりなることを特徴とするセラミック配線基板の製造方法。
　　　【請求項２】表面にフィルムが配置されたグリーンシートを、前記フィルム
側よりレーザー光を用いてビア孔を形成し、そのフィルム側よりビア導体を前記ビ
ア孔に充填し、充填後に前記フィルムを貼り付けたまま前記ビア導体の乾燥を行っ
た後に、グリーンシート面上に所定の配線パターンを形成し、前記フィルムを貼り
付けたままその形成した配線パターンを乾燥し、然る後に前記フィルムを剥離した
グリーンシートを積層し、焼成するようにしたセラミック配線基板の製造方法であ
って、前記フィルムは、１００℃以上の熱処理を施した低収縮ＰＥＴフィルム、ポ
リフェニレンサルファイドフィルム、ポリエーテルイミドフィルム、ポリエーテル
サルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルムのいずれかよりなることを特徴と
するセラミック配線基板の製造方法。
　 (3)　本件訂正審決に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（注、訂正部分を下線
で示す。なお、二重下線部分は、上記(2)との相違部分である。）
　　　【請求項１】表面にフィルムが配置されたグリーンシートを、前記フィルム
側よりレーザー光を用いてビア孔を形成し、そのフィルム側よりビア導体を前記ビ

ア孔に充填し、充填後に前記フィルムを貼り付けたまま前記ビア導体の 乾燥を
行った後に、前記フィルムをグリーンシートより剥離し、焼成するようにしたセラ
ミック配線基板の製造方法であって、前記フィルムは、１００℃以上の熱処理を施
した低収縮ＰＥＴフィルム、ポリフェニレンサルファイドフィルム、ポリエーテル
イミドフィルム、ポリエーテルサルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルムの
いずれかよりなることを特徴とするセラミック配線基板の製造方法。
　　　【請求項２】表面にフィルムが配置されたグリーンシートを、前記フィルム
側よりレーザー光を用いてビア孔を形成し、そのフィルム側よりビア導体を前記ビ

ア孔に充填し、充填後に前記フィルムを貼り付けたまま前記ビア導体の 乾燥を
行った後に、グリーンシート面上に所定の配線パターンを形成し、前記フィルムを

貼り付けたままその形成した配線パターンを 乾燥し、然る後に前記フィルムを
剥離したグリーンシートを積層し、焼成するようにしたセラミック配線基板の製造
方法であって、前記フィルムは、１００℃以上の熱処理を施した低収縮ＰＥＴフィ
ルム、ポリフェニレンサルファイドフィルム、ポリエーテルイミドフィルム、ポリ
エーテルサルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルムのいずれかよりなること
を特徴とするセラミック配線基板の製造方法。
　３　本件決定の理由
　　　本件決定は、本件訂正請求に係る訂正を認めた上、本件発明の要旨を同訂正
後の特許請求の範囲の記載（上記２(2)）のとおり認定し、本件発明は、特開昭６４
－９６９１号公報、特開昭６１－２７０８９６号公報、特開平２－６１２６号公報
及び特開平２－１２３１３８号公報に記載された各発明に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受
けることができないものであり、本件特許は拒絶の査定をしなければならない特許
出願に対してされたものであって、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経
過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条２項の規定により取り消され
るべきものであるとした。
第３　当事者の主張
　１　原告
　　　本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲



の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により特許
請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたため、誤りに帰したことに
なる。そして、この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決
定は違法として取り消されるべきである。
　２　被告
　　　本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正された
ことは認める。
第４　当裁判所の判断
　　　本件訂正審決の確定により、特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとお
り訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって、特許請求の範囲が
減縮されたことは明らかである。
　　　そうすると、本件決定が、本件発明の要旨を、本件訂正請求に係る訂正後の
特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定したことは、結果的に誤り
であったことに帰し、これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるか
ら、本件決定は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。
　　　よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。

　　　　　東京高等裁判所第１３民事部

　　　　　　　　　裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美

                　　　　裁判官    　岡　　本　　　　　岳

                　　　　裁判官    　宮　　坂　　昌　　利


